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Ⅰ 計画の策定にあたって 

 

１ 目的及び経過 

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会や、女性の職

業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、男女の人権が尊重され、急

速な少子高齢化の進行、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に

対応できる豊かで活力ある社会を実現するため、国は、次世代育成支援対策

推進法（以下「次世代育成推進法」という。）及び女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」という。）を制定し、様々

な取組みを進めています。 

両法は、国及び地方公共団体を特定事業主として、次世代育成支援に対す

る取組みや女性の職業生活における活躍の推進に対する取組みに関する行動

計画の策定を義務付けております。当町においては、次世代育成推進法の制

定に基づく、平泉町特定事業主行動計画を平成19年４月に策定して以来、職

員の子育て支援に向けた勤務環境の整備等に取り組んできました。また、両

法の目的の実現には、男女を通じた働き方の見直しや職業生活と家庭生活の

両立が共に重要であることから、平成28年３月には両法の行動計画を一体と

して改正を行いました。 

この度、令和３年度から平泉町特定事業主行動計画を改定し、引き続き取

り組みを進めることで、職員が家事・育児や介護をしながら安心して働ける、

「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）」がとれた職場環境づくり

を計画的かつ着実に取り組みます。 

 

２ 計画期間 

次世代育成推進法は令和６年度まで、女性活躍推進法は令和７年度までの

時限立法となっています。本計画は、令和３年４月から女性活躍推進法の終

期となる令和７年度までの５年間を計画期間とします。 

 

３ 計画の推進体制  

(1) 次世代育成支援対策及び女性職員の活躍を効果的に推進するため、所

属長を構成員とした「平泉町特定事業主行動計画推進委員会」（以下「委

員会」という。）を設置します。 

(2) 委員会は、必要の都度、進捗状況を把握し、その後の対策や計画の見
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直しなどについて検討を行います。 

(3) 所属長や職員に対し、仕事と子育てに関する各種研修、情報提供等を

実施します。 

(4) 仕事と子育ての両立に関する相談窓口を総務課に設置します。 

(5) 所属長は、この計画の趣旨及び内容を十分認識し、所属職員に対して

この計画に掲げる各行動を促進するとともに、所属職員の仕事と子育て

の両立が図られるよう、職場の雰囲気づくりに努めます。 

 

Ⅱ 職員の勤務環境に関する事項 

  

１ 各種制度の取得促進 

(1) 母性保護及び母性健康管理等の各種制度の周知   

母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇（妊娠

中の女性職員の健診のための休暇、女性職員の出産のための休暇等）の

取得を促進するため、総務課は、庁内ＬＡＮの活用及び資料等の配布に

より職員への周知徹底を図ります。 

  (2) 妊娠中及び出産後における配慮 

    妊娠中及び出産後の女性職員には、保健指導、健康診査、通勤緩和等

に伴う特別休暇や育児を行う職員の深夜勤務、時間外勤務の制限に関す

る制度等が設けられており、所属長は、母性保護をはじめとする健康及

び安全面に十分に配慮し、業務について必要に応じて分担するなどの措

置を行います。 

  （3）不妊治療に係る配慮 

不妊治療に専念できる環境整備を図るため、休暇を取得しやすい職場

の雰囲気づくりに努めます。 

  (4) 育児に関する各種制度の取得促進 

    職員は、育児に対する支援の観点から設けられている特別休暇（子の

看護のための休暇等）、育児休業の制度を積極的に取得するとともに、各

職場で応援体制を築きながら、特別休暇を取得しやすい職場の雰囲気づ

くりに努めます。 

 

 ２ 出産休暇中及び育児休業中の職員への情報提供 

(1) 産後休暇中又は育児休業中の職員の円滑な職場復帰 
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産後休暇中又は育児休業中の職員の円滑な職場復帰を図るため、当該

職員に次のとおり情報提供を行います。 

① 福利厚生に係るもの 

総務課は、福利厚生に係る各種情報を必要に応じて提供します。 

② 所属業務に係るもの 

所属長は、当該職員の担当業務に係る各種情報及び職場情報を必要

に応じて提供します。 

   ③ その他庁内情報に係るもの 

     総務課は、①及び②以外の庁内全般に周知する情報を必要に応じて

提供します。 

（2） 休暇等取得前の個別説明 

総務課は、出産（産前）休暇を願い出た職員又は育児休業を請求した

職員に対し、当該職員が安心して出産休暇又は育児休業を取得できるよ

う、出産休暇又は育児休業に入る前に、出産後の各種手続き、育児休業

制度、育児休業中の手続き等の個別説明を行います 

  

３ 時間外勤務への配慮  

(1) 時間外勤務縮減への取り組み 

常態的な時間外勤務は、子育てをする職員の負担となることから、子

育てをする職員をはじめ、その他の職員についても仕事と子育ての両立

についての理解を深め、時間外勤務の縮減を図るため、働き方改革関連

法を踏まえて、次の取り組みを通じて職員の意識啓発を図ります。 

① ノー残業デー（毎週水曜日）の徹底について、総務課は、定期的に

所属長及び職員への注意喚起を図ります。 

② 所属長は、定時退庁を率先するとともに、ノー残業デーにおける時

間外勤務命令については、その緊急性及び必要性等について十分検討

のうえ行います。 

③ 平成 31 年４月から施行された働き方改革関連法において、超過勤務

の上限が見直され、原則として月 45 時間、年 360 時間とされているこ

とから、業務の平準化を図り、上限時間を超えないように努めます。 

④  長時間の時間外勤務による職員の健康への影響を未然に防止するた

め、月 100 時間を超える時間外勤務を行った職員には、産業医による

面接の保健指導を行います。 
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(2) 週休日の振替及び代休日の指定の徹底 

総務課は、週休日の振替及び代休日の指定の徹底について、定期的に

所属長及び職員への注意喚起を図ります。 

〔過去２年間の時間外勤務の状況（一人当たり）〕 

令和元年度 平成 30 年度 

16.8 時間／月 13.5 時間／月 

 

４ 休暇の取得促進 

(1) 年次休暇の取得促進の取り組み 

   所属長は、子どもの出生や学校等の行事等における年次休暇の取得を

促進するため、年次休暇を取得しやすい職場の雰囲気づくりに努めると

ともに、職員個々の年次休暇取得状況を把握しながら、業務配分の見直

し、職場の応援体制などの勤務環境の整備に努めます。 

〔過去２年間の年次休暇取得の状況（一人当たり）〕 

令和元年 平成 30 年 

１１．０日 １１．３日 

 

(2) 特別休暇の取得促進の取り組み 

子等の看護休暇や要介護者への介護休暇等の特別休暇を周知すると

ともに、その休暇を取得しやすい職場環境の整備に努めます。 

 

５ 職員研修における啓発 

総務課は、新規採用職員等に対する庁内研修に、次世代育成支援対策に

関する講義を新たに設け、各種制度等を周知するとともに、仕事と子育て

の両立に対して理解が深められるよう、意識啓発に努めます。 

 

Ⅲ 女性職員の活躍の推進に関する事項 

１ 女性職員の活躍促進に向けた組織機構の整備等 

【目標】 

このような取組みを通じて、令和７年度までに、年次休暇取得日数を平

均１５日以上とすることを目標とします。 
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(1) 女性採用比率の向上 

 職員の採用については、定員適正化計画に基づき、毎年度の退職者人数に

応じた正規職員採用を実施しています。 

 女性職員の採用割合は過去２年平均で約 50％となっています。 

 各職場において、適正な人員が男女バランス良く配置されることが望まし

く、それぞれの長所を活かした働きやすい職場環境が整備されるよう努めて

いきます。 

 会計年度任用職員については、一般事務補助に加え、保育業務及び調理業

務補助で雇用する職員が多いことから、会計年度任用職員全体に占める女性

職員の割合が大きいのが現状となっています。 

〔過去２年間の正職員採用の状況〕 

年度 令和２年度 令和元年度 

 採用人数（A） ５人 ６人 

うち女性の数（B） ３人 ３人 

うち男性の数  ２人 ３人 

女性採用率 （B/A） 60％ 50％ 

 

（2）勤続年数の男女差 

  勤続年数について、男女差が少なく、職場全体で比較的女性が活躍しや

すい職場となっていると考えられます。 

〔過去２年間の正職員退職の状況〕 

年度 令和２年度 令和元年度 

 退職者人数 ５人 ８人 

うち女性の数  １人（平均勤続年数 42.0 年） ５人（平均勤続年数 29.8 年） 

うち男性の数  ４人（平均勤続年数 31.2 年） ３人（平均勤続年数 41.8 年） 

 

 

 

【目標】 

職員採用については、公正、公平な採用を原則に優れた人材を確保する

必要があり、今後も女性職員の採用割合を 50％として、維持していくこと

を目標とします。 
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（3） 時間外勤務の状況 

 正職員に係る時間外勤務の状況をみると年間、職員一人当たり約 200 時間、

月平均約 16 時間の時間外勤務を実施しています。 

 時間外勤務は、あくまでも臨時的に業務が必要な場合の勤務であり、恒常

的な勤務に陥ることが無いよう留意する必要があります。 

 仕事と子育ての両立支援と、子どもたちの健やかな育成支援のためにも、

女性職員及び男性職員それぞれの残業時間を減らす取り組みが必要であり、

ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の調和）の実現を目指していきます。 

（4）各役職の職員の女性割合 

 職員全体における女性職員の割合は 45.6％です。管理職においては 23.1％、

補佐級は 36.7％となっています。 

〔過去２年間の各役職の職員の状況〕           単位:人 

年度 令和２年度 令和元年度 

区 分 
職員数

（C） 

女性（A） 

（A/C） 

男性 

（B） 

職員数

（C） 

女性（A） 

（A/C） 

男 性

（B） 

職員数 114 52（45.6％） 62 118 55（46.6％） 63 

管理職 13 3（23.1％） 10 15 5（33.3％） 9 

補佐級 19 7（36.7％） 12 20 6（30.0％） 14 

 

(5) 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合の向上 

 労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重さ 

れつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することが重要であり、 

組織のトップ自らが、組織経営戦略として女性の活躍が重要であるという問 

題意識を持って取り組んでいきます。 

 

【目標】 

一般行政職における管理職の女性職員割合は、令和７年度までに３０％

以上とすることを目標とします。 

【目標】 

今後も引き続き、女性職員が定年まで働くことができるよう、より良い

職場環境の維持に努めてまいります。 

女性職員の勤続年数を、３０年以上を維持することを目標とします。 
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２ 男性職員の育児参加のための休暇等の取得促進 

  (1) 「育児休業」の取得促進 

  本町では現在まで男性職員が育児休業を取得した例はありませんが、

男性職員が育児休暇を取得することで、働き方改革の推進や育児等の家

庭生活に理解のある職場風土の形成を促します。 

(2) 「配偶者の出産時における特別休暇」の取得促進（３日間） 

男性職員が配偶者の出産に伴う準備や入院の付き添い等のため取得で

きる特別休暇は、男性職員が配偶者の出産を積極的にサポートするとと

もに、子どもを持つ喜びを実感することができることから、所属長は休

暇の完全取得に向けて周知を図ります。 

(3) 「男性職員の育児のための特別休暇」の取得促進（５日間） 

   配偶者の出産に伴う産前、産後期間中の男性職員の子育て参加に関す

る特別休暇について、所属長は、子育てを担う男性職員の積極的な休暇

取得を促進しながら、男性職員の子育てに対する意識啓発に努めます。 

〔過去２年間の男性職員の育児休暇参加のための休暇等の取得状況〕 

年度 令和２年度 令和元年度 

配偶者出産休暇（取得日数） ７日 １日 

配偶者出産休暇（％） 40％ 33％ 

育児休業（取得日数） １０日 ０日 

育児休業（％） 33％ 0％ 

 

 

 

Ⅳ その他の次世代育成支援対策に関する事項 

  地域社会の中で、子ども達の豊かな人間性を育むための次世代育成支援対

策について、次の取り組みを推進します。 

１ 子育てバリアフリーの促進  

総務課は、施設利用者等が乳幼児と一緒に安心して利用できるよう環境

の整備に努めます。 

【目標】 

令和７年度までに、特別休暇の取得率を下記のとおり目標とします。 

・配偶者が出産する場合の特別休暇  １００％ 

・育児参加のための特別休暇      ５０％ 
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２ こころのバリアフリー  

子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、職員の親切な応接対応

等ソフト面でのバリアフリーに取り組みます。 

３ 子育てに関する地域貢献 

(1) 子どもが参加する地域の活動に、町の敷地や施設を積極的に提供しま

す。 

(2) 職場に対する子どもの理解の増進を図るため、子どもの社会科見学の

ための職場訪問を、積極的に受け入れます。 

(3) 子どもが参加するスポーツ活動、文化活動等の行事において、職員が

専門分野を活かした地域の子育て活動に積極的に参加します。 

４ 安全安心な環境づくり 

職員は、子どもを安全な環境で安心して育てるための地域住民等による

自主的な防犯活動、交通安全活動等への積極的な参加に努めます。 

 

Ⅴ その他の女性職員の活躍の推進に関する事項に関する事項 

女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力のある地域社会の実現

を図るため、職場において次の取り組みを推進します。 

１ 男性職員の育児参加の促進  

組織として、イクメン・イクボス宣言など男性職員の育児参画を進める

とともに、管理職員を対象とした意識改革や職場マネージメントに努めま

す。 

 ２ ハラスメント防止の対策 

   ハラスメントに関する研修を実施し、理解を深め、職員が職務遂行上の

能力を十分に発揮できるよう、良好な職場環境の確保に努めます。 

   また、「平泉町ハラスメント防止等に関する基本指針」についても、職員

に周知徹底し、その防止に努めます。 

 


